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 浜松市教育会館長  金田 知久 

雨に濡れたアジサイがひときわ美しい頃となりました。各学校・幼稚園におかれましては、充実し

た教育活動が推進されていることと思います。                   

さて、６月 14日（火）に開催されました第 10回評議員会（令和３年度）に 

て、「建設資金拠出要項」の改正が承認され、皆様からいただいている拠出金 

の減額が正式に決定いたしました。本件は開館以来の懸案事項であったため、 

次の２点を大切にして、理事会と評議員会で協議を重ねてまいりました。 

 〇 持続可能であること（公益財団法人 浜松市教育会館が将来も安定して 

「浜松の教育と文化の殿堂」として社会貢献できること） 

〇 教職員の皆さんの負担軽減を図ること 

減額の実施は令和４年 10月１日からを予定しております。詳細については 

裏面をご覧下さい。今後も使いやすく清潔感あふれる施設の維持・管理に努め 

てまいりますので、引き続き、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。 

令和４年度の浜松市教育会館の運営が本格的にスタートしました。新理事長には

蒲小の鈴木竜一校長が選任されました。他の役員は以下の皆さんです。 

 

 

 

 

 

 

＜評議員＞               ＜理事＞ 

 役員名 氏 名 役職等  

 

 役員名 氏 名 役職等  

1 評 議 員 安田 育代 教育委員  1 理 事 長 鈴木 竜一 校長会長 新 

2 〃 染葉 泰伸 有玉小校長 新 2 執行理事 金田 知久 教育会館長  

3 〃 中村さつき OB代表  3 理  事 森田  忠 教育研究会長 新 

4 〃 古橋 孝文 気賀小教諭  4 〃 鷹森 光代 OB代表  

5 〃 吉村 哲志 OB代表  5 〃 伊藤 玲子 園長会長  

6 〃 徳増 長博 OB代表  6 〃 杉山 秀勝 校長会事務局長  

7 〃 仲子 三矢 元市Ｐ連会長  7 〃 村松  学 互助事務局長  

＜監事＞ 8 〃 大澤 重義 市Ｐ連事務局長  

1 監 事 宮本鉄予志 OB代表  9 〃 藤田 誠治 学生協専務理事 新 

2 〃 吉田 拓司 開成中校長  10 〃 安間  康 給食会事務局長 新 

皆様からの建設資金拠出金

鈴木 竜一 新理事長（校長会長・蒲小校長） 挨拶 

「公益財団法人浜松市教育会館」理事長に選任されました蒲小の鈴木で

す。4,300人余の賛助会員、そして役員の皆様のご支援・ご協力をいただ

きながら、「浜松の教育と文化の殿堂」を目指して本教育会館の一層の発

展に寄与していく所存です。どうぞよろしくお願いいたします。 

今井秋文 作品展 

 ６月 30日まで 

 

 

 



 〇改正のポイント  職種別建設資金拠出額（小中は毎月、幼は年 1回徴収） 

 職   種 新月額 現月額 新年額 現年額 
 小中校長 1,450 2,200 17,400 26,400 

 小中教頭 1,200 1,800 14,400 21,600 
 小中教職員 650 1,000 7,800 12,000 
 小中育休者 0 500 0 500×月 
 幼稚園長 500 500 6,000 6,000 
 幼稚園教員 400 400 4,800 4,800 
 幼稚園育休者 0 200 0 200×月 
 教育会館勤務者   7,800 12,000 

        ※令和４年 10月１日から減額の実施を予定 

 

以下は「公益財団法人 浜松市教育会館建設資金拠出要項」からの抜粋  
 

１ 目 的 

次代の浜松を担う人づくり及び教育と文化の殿堂として本市教育の振興に資するため、市立幼稚園、市立小中

学校から拠出金を募り、教育会館の建設に関する資金運営及び効果的・効率的な維持管理の推進を目的とする。 

２ 拠出対象者 

(1) 浜松市立小中学校教職員   

(2) 浜松市立幼稚園教員 

※ 海外派遣教員・長期出張者を含む。育児休業者、再任用教職員、任期付職員、臨時的任用職員及び会計年

度任用職員は除く。 

３ 拠出額    ※ 区分及び職名に応じた拠出月額を拠出する。＜省略 「改正のポイント」を参照＞ 

４ 拠出する期間 

平成２１年１月から２０年間（２０年後の年度末まで）とする。ただし、新規採用者は、拠出承諾書提出月の翌月

（月の初日提出の場合は当月）から開始し、退職者は当該月をもって拠出終了とする。 

５ 拠出先 公益財団法人浜松市教育会館 

６ 拠出方法 

小中学校の建設資金は、例月給与から拠出する。ただし、幼稚園教員は各所属等において原則年１回の拠出

とする。 

７ 拠出の中断 

(1) 介護休暇、無給休職（組合専従休職を含む）、育児休業等で給与が支給されない日が月のうち一日でもある

場合はその月から（まで）拠出を中断する。 

(2) 浜松市立小中学校から浜松市外の小中学校等に異動となった場合、及び浜松市立幼稚園・小中学校から他の

籍（附属小中学校、西高中等部、県立学校、国県市事務局等）へ異動となった場合は拠出を中断する。 

 

〇令和４年度事務局職員紹介 

 
金田       太田     下鶴  大久保  三津間     清水     外山 
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